
18

重
度
心
身
障
害
者
（
65
歳
未

満
）、
母
子
・
父
子
家
庭
で
現
在

「
福
祉
医
療
費
受
給
者
証
」
を
使

用
さ
れ
て
い
る
か
た
は
、
9
月
30

日（
月
）で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。

新
し
い
受
給
者
証
を
医
療
機
関

に
提
示
し
て
い
た
だ
か
な
い
と
、

10
月
以
降
の
医
療
費
助
成
が
受
け

ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
必
ず
更
新
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

〔
受
付
期
間
〕

9
月
17
日（
火
）〜
30
日（
月
）

〔
受
付
場
所
〕

役
場
福
祉
健
康
課

【
月

日
】
9
月
18
日（
水
）

【
時

間
】
午
後
2
時
〜
3
時

【
場

所
】
福
祉
健
康
セ
ン
タ
ー

【
相
談
員
】
精
神
科
医
師
・
岐
阜

地
域
保
健
所
保
健
師

※
予
約
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

〔
必
要
な
も
の
〕

・
印
鑑

・
国
民
健
康
保
険
や
社
会
保
険
な

ど
の
加
入
保
険
の
被
保
険
者
証

・
現
在
の
福
祉
医
療
費
受
給
者
証

・
公
的
年
金
証
書（
遺
族
基
礎
年

金
・
母
子
年
金
な
ど
を
受
給
中

の
か
た
）

・
福
祉
医
療
費
が
支
給
さ
れ
る
時

の
振
込
先
金
融
機
関
・
口
座
番

号
・
口
座
名
義
人
が
わ
か
る
も

の（
預
金
通

帳
な
ど
）

ダ
イ
エ
ッ
ト
食
品
と
称
し
た
未

承
認
医
薬
品
の
服
用
者
に
肝
機
能

障
害
な
ど
が
発
生
し
て
い
る
こ
と

が
最
近
全
国
各
地
で
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
。

問
題
と
な
っ
て
い
る
製
品
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

・
御
芝
堂
減
肥

（
お
ん
し
ど

う
げ
ん
ぴ
こ
う
の
う
）

・

索
減
肥（
せ
ん
の
も
と
こ
う

の
う
）

・
思

消
胖
健
美
素

・
美
麗
痩
身

・
チ
ャ
レ
ン
ジ
フ
ォ
ー
ティ
ー
ワ
ン

・

酸
芬

拉
明
片

・
オ
ロ
チ
ン
チ
ャ
ス

・
C
O
M
E
T

・
ハ
イ
パ
ー
タ
イ
ト

・
千
百
潤
痩
身

当
該
製
品
を
服
用
し
て
い
る
か

た
は
直
ち
に
服
用
を
中
止
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
当
該
製
品
を
服

用
し
体
調
に
異
常
が
あ
る
場
合
に

は
、
医
療
機
関
で
受
診
す
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ
ら
の
製
品
だ
け
で
な
く
、

医
薬
品
的
な
効
能
効
果
を
掲
げ
る

健
康
食
品
の
安
易
な
服
用
は
や
め

ま
し
ょ
う
。

【
問
合
先
】

岐
阜
県
庁
薬
務
課

�
2
7
1
・
5
7
3
1

岐
阜
地
域
保
健
所

�
0
5
8
3
・
80
・
3
0
0
3

結
核
は
、「
過
去
の
病
気
で
あ
る
」

と
思
っ
て
い
る
か
た
が
多
く
な
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
今
ま
で
30
年
以

上
も
減
り
続
け
て
い
た
患
者
数

は
、
増
加
傾
向
に
な
っ
て
い
ま
す
。

結
核
に
対
す
る
関
心
を
持
ち
、
次

の
予
防
や
対
策
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

①
定
期
的
に
検
診
を
受
け
ま
し
ょ

う
。

現
在
、
結
核
住
民
検
診
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
な
お
、
肺
が
ん
検

診
を
受
け
ら
れ
た
か
た
は
、
結
核

住
民
検
診
を
受
け
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

②
結
核
の
初
期
の
症
状
は
、
風
邪

と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
症
状
の

改
善
が
み
ら
れ
な
い
場
合
は
、

早
め
に
医
師
に
診
て
も
ら
い
ま

し
ょ
う
。

重
度
・
母
子
福
祉
医
療
費
受
給
者
証

10
月
1
日
更
新
、
必
ず
手
続
き
を
！！

心
の
健
康
相
談

結
核
住
民
検
診
を

受
け
ま
し
ょ
う

未
承
認
医
薬
品
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

9月は健康増進普及運動月間

問合先　福祉健康課


